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「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い（その 79）」に 

基づく算定点数の変更について 

 

標記については、令和４年 10 月 27 日付けでご連絡いたしております。 

「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医

療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが

疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって、

患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに、算定要件を満たす場

合に限り、令和５年２月 28 日までの間は、「二類感染症患者入院診療加算（250 点）」を

算定するとされておりました。 

令和５年３月１日以降の取扱いについては、当該保険医療機関が算定要件を満たす場合、

令和５年３月１日から令和５年３月 31 日までの間（現行の通知）は、下記とおり、算定点

数は「147 点」、診療行為名称は「二類感染症患者入院診療加算（外来診療・診療報酬上臨

時的取扱）」、請求コードは「113033650」となります。 

３月から算定点数が変更になりますので、算定誤りのないようご留意ください。 

つきましては、誠にお手数ではございますが、貴会会員へご周知賜りますようお願い  

申し上げます。 

記 

 

令和４年４月版医科診療行為マスター登録内容の一部変更（R5.2.27 現在） 

区分

番号 

 

診療行為

コード 

 

省略漢字名称 

 

変更

区分 

変更

箇所 

変更後 変更前 備考 

 

A999-

00  

113033650 二類感染症患者

入院診療加算

（外来診療・診

療報酬上臨時的

取扱） 

5 点数 

 

147 

 

250 

 

【令和 5 年 3 月診療分か

ら適用】令和 4 年 10 月

26 日付け「新型コロナウ

イルス感染症に係る診療

報酬上の臨時的な取扱い

について（その 79）」に

基づき変更 

 

担当事務局：大阪府医師会保険医療課 電話 06-6763-7001 


